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 人材不足を背景として、介護現場における外国人人材への期待が高まりを見せてい

る。同人材の受入れにあたっては、既存の職員や利用者との文化的な背景の差異か

らケアに対する考え方等において意見が対立する可能性や、言語の問題から基本的

な「報告・連絡・相談」が円滑に行われず、結果として現場に混乱が生じてしまう

可能性がある。 

 社会福祉法人伸こう福祉会においては、「日々の業務における現場および本部によ

るフォロー」、「理念教育」、「組織全体の意識改革」といった取り組みを通じ、

前述の問題に対応していた。 

 同法人の取り組みの特徴的な点としては、まず、外国人人材の支援を、現場任せに

するのではなく、組織全体の仕組みを構築して行っている点にある。組織的な取り

組みの結果、現場の管理負担が軽減されるとともに、新たに外国人人材を受入れや

すい職場環境が形成され、継続的な人材の受入れにつながっているものと推察され

る。 

 また、「理念教育」の方法についても特筆すべきものがあり、多言語や映像を用い

た教育等については、これから外国人人材を雇用する法人が理念教育の方法やツー

ルのあり方を検討する際の参考になる。 

言葉で言い換えたクレドの作成等、法人理念の浸透に向けた取り組みも進められている。 
さらに、外国人人材を受け入れる側の職員の意識改革も重要と考え、全体研修等の機会

を通じ、誰もが働くうえでの支援が必要な時があり、外国人職員だけを特別扱いするので

はなく、「困った時はお互いさまである」と考える組織風土づくり、自分と考え方が異なる

職員であっても、ともに利用者に質の高いサービスを提供する 1 つの家族であるという

「One Family」の考え方の浸透を図っている。 
加えて、言語や介護技術等の問題から介護業務全般に対応することが難しい人材であっ

ても、例えば、「食事介助」というケアに含まれる食器の準備や配膳、食事中の声掛け等で

あれば担えるケースがある。そういった既存業務の細分化を進め、可能な業務に従事する

ための取り組みが進められている。また、労働条件に配慮した人事異動・配置転換、面談

や相談対応等も積極的に行われており、様々な人材が「適材適所」で活躍できるような環

境の整備を法人全体として推進している。 
 

３ 多様な人材の活用による効果・成果 
上記のような取り組みの結果、外国人人材は各職場のニーズや本人の意欲、能力を踏ま

え、人員配置基準に算定される介護職員として従事するケースや、間接業務に従事するケ

ース、また、業務経験を積み、事業所の管理者に登用される等、様々な職種・職域・職位

に広がっている。 
 

 
■■本本事事例例をを踏踏ままええたた介介護護事事業業所所ににおおけけるる人人材材活活用用ののポポイインントト  
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CCAASSEE66 同同国国出出身身者者のの採採用用ででつつななががりりやや助助けけ合合いい意意識識のの強強いい体体制制づづくくりり  

法人名      ：社会福祉法人サン・ビジョン 
本部所在地    ：愛知県名古屋市 
提供サービス   ：特別養護老人ホーム、介護付き有料老人ホーム 等 
法人全体の職員数 ：2,628 名（2020 年現在） 
対象の人材種別  ：外国人 

 
１ 多様な人材の活用を進めている背景・目的 

愛知県・岐阜県・長野県等で特別養護老人ホームや介護付き有料老人ホームを運営して

いる社会福祉法人サン・ビジョンでは、国内における若手人材の不足を見据え、外国人人

材の活用に着手した。 
具体的には 2015 年度より外国人雇用を先行して行っている他法人へのヒアリングの実

施や、外国人労働の専門家を招聘した施設長向け講演会の開催等を通して、外国人人材の

労務管理や育成方法についての情報収集を進めていった。同時に、外国人人材に対応した

規則や受け入れ態勢の整備を進め、2016 年より受け入れを開始した。 
 

２ 多様な人材の活用に向けた取り組み 

同法人では、経済連携協定（以下「EPA」という）の制度を活用し、国際厚生事業団の

仲介あっせんにより人材を確保している。 
EPA の制度を活用する場合、受け入れる人材は 1 年間程度の日本語研修を受けているた

め、一定の日本語能力を有している。しかし、日本人職員・利用者との方言を含むような

日常的なコミュニケーションや、介護記録の作成等では、より高度な日本語能力や経験の

蓄積が求められる。また、外国人人材に対しては、労働条件や制度等について、明確に説

明をしないと、「きちんと処遇されていない」という誤解を与えてしまうおそれがある。 
こうしたことを踏まえて、同法人では、外国人人材に対して介護福祉士国家試験に向け

た学習機会の提供のほか、日本語学習の支援を実施している。また、日本人職員に対して

も、婉曲表現や短縮表現を避け、短文で必要に応じて文字を書きながら説明する等、わか

りやすい日本語でのコミュニケーションをとるように働きかけている。就業規則や労働条

件も、わかりやすく説明するように心がけており、外国人人材に対して「伝わっていると

思ったが実際には伝わっていない」という状況を防ぐようにしている。 
また、外国人人材においては、同国出身者同士のつながりが非常に重要な意味を持つと

考えられる。例えば、外国人職員本人が病院を受診する場合や、プライベートで事故に巻

き込まれた場合等、業務外においても支援を必要とするケースが発生することがある。 
こういったときにお互い助け合えるのが同国出身の先輩・同期・後輩等である。法人と

して外国人人材に対して日常生活のフォローも行っているが、同国出身者同士で休日に一
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 本事例は、EPA の制度を活用して外国人人材を受け入れ、戦力として積極的に活用

している社会福祉法人サン・ビジョンの事例である。 

 まず、同法人では、外国人人材とともに働くうえで、コミュニケーションが円滑か

つ誤解のないように、様々な工夫を行っている。特に介護現場では、専門用語や独

特の短縮表現が多く用いられており、外国人人材には理解しづらい部分が多い。で

きるだけわかりやすい日本語表現でのやりとりを推進するとともに、外国人人材に

とって不明なことがあった場合には、随時その疑問に答えることができるような体

制が必要である。 

 また、プライベートにおける母国との関係性を尊重することも重要なポイントであ

る。例えば、同国出身者同士がプライベートでも交流を持ちやすいように宿舎の立

地を工夫する等が考えられる。加えて、モチベーション維持・向上の観点から、年

間 1 回程度はまとまった期間、休暇を取得し、一時帰国できるよう配慮を行うこと

も重要である。 

 その他、外国人人材の宗教・文化的背景を積極的に理解し、要望があれば適切に応

えること等も、重要なポイントして挙げられる。 

緒に出掛けたり、生活上の悩みを話しあったりする等、同国出身者のつながりが果たす役

割は大きく、法人としてもそのつながりを積極的に活かすよう採用に取り組んでいる。 
その他、外国人人材を受け入れるうえでは、異国での生活からくるホームシックへの配

慮として、一時帰国に関するルール（回数、期間等）をきちんと定めておくことも重要で

ある。同法人では、毎年、10 日～2 週間程度、一時帰国できるようシフト調整等について

配慮を行っている。 
 
３ 多様な人材の活用による効果・成果 
外国人人材に対する日本人職員や利用者・家族からの評価は非常に高く、貴重な戦力と

なっており、同法人としては今後も継続的に外国人人材を受け入れていきたいと考えてい

る。 
他方、外国人人材の受け入れ人数も徐々に増えてきており、法人内では、「この国から来

た人は～だ」というような先入観を持たず、それぞれの個性に向き合った付き合い方がで

きるようになってきている。 
また、日本人職員も、わかりやすい日本語表現で積極的にコミュニケーションをとる等、

外国人人材が共存できるよう対応している。 
 
 
■■本本事事例例をを踏踏ままええたた介介護護事事業業所所ににおおけけるる人人材材活活用用ののポポイインントト  
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【関連情報の提供②】 

なお、外国人人材を活用するために公的な団体等が発行するマニュアル・手引きのリン

クを掲載しました。 
本書と合わせて是非ご参照ください。 

 
・厚生労働省「外国人雇用対策」 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/inde
x.html 

 
・厚生労働省「外国人の活用好事例集～外国人と上手く協働していくために～」 
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000160961.html 

 
 
 
【コラム】 
多様性を受け入れる職場環境の実現に向けた取り組み（株式会社福祉の里） 
愛知県・岐阜県を中心に在宅サービス等を展開している株式会社福祉の里（本部・愛知

県北名古屋市）では、外国人や障害者等の採用を推進する他、性的マイノリティへの対応

等、法人全体での「多様性」の受け入れに取り組んでいる。 
外国人や障害者等については、採用後の対応を事業所任せにせず、法人本部が直接かか

わりを持ち、日常的なサポートやトラブルが起きた際の対応にあたっている。 
また、同法人では、障害者を積極的に雇用するため、障害者職員の人件費を法人本部で

負担している。 
さらに、性的マイノリティについては、「従業員の中に、当事者がいるかもしれない」

という前提の下、取り組みを進めている。2019 年には「LGBT に対する取り組み方針」

を策定し、法人として性的マイノリティに対するハラスメントや差別をなくしていくこと

を宣言したうえで、それに対応した就業規則の改正等、具体的な施策を進めている。 
こうした取り組みの結果、職員の多様性に対する理解は深まり、分け隔てなく法人の貴

重な戦力として現場で活躍している。また、様々な考え方を受け入れることにより、他者

に対して共感する力が醸成される等、法人全体の成長にもつながっている。 
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【関連情報の提供③】 

当センターでは介護事業者向けに人材の採用・定着に関する調査・研究資料や雇用管理

改善等のマニュアル等を発行しています。 
こちらも参考としてご活用ください。 

 
〇「介護事業所の採用・定着に向けたポイント」 
https://www.dosuru.kaigo-center.or.jp/pdf/h25_t_chousa_bessatsu.pdf 
 
〇「介護人材の採用“27 の Q&A”」 
https://www.dosuru.kaigo-center.or.jp/pdf/h26_t_chousa_bessatsu.pdf 
 
〇「介護の雇用管理改善 CHECK&ACTION25」 
https://www.dosuru.kaigo-center.or.jp/pdf/Check%26action.pdf 
 
〇「雇用管理改善のための業務推進マニュアル」 
https://www.dosuru.kaigo-center.or.jp/1_all_96P.pdf 
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令和元年度介護労働実態調査（特別調査） 

介護事業所における高年齢者等の雇用に関する実態調査 

 

多様な人材が活躍できる介護事業所づくり 
～高齢者及び外国人等の雇用状況について～ 
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